
令和４年 2月 20日改正

長期優良住宅建築等計画認定申請に対する審査に係る手数料は以下のとおり。

（１）新規の場合（法第５条）

（２）変更の場合（法第８条）

（３）譲受人を決定した場合又は管理組合の管理者等が選任された場合における変更

（法第９条第１項及び第３項） 【１申請当たり手数料】 ６，２００円

（４）地位の承継についての承認（法第１０条） 【１申請当たり手数料】 ６，２００円

（５）容積率の特例の許可（法第１８条第１項） 【１申請当たり手数料】 １６７，５８０円

新築 その他の場合（増築又は改築）

確認書若しくは住宅

性能評価書又はこれ

らの写しの添付あり

確認書及び住宅性能

評価書並びにこれら

の写しの添付なし

確認書又はその写し

の添付あり

確認書及びその写し

の添付なし

一戸建て

の住宅
１２，４００円 ４６，８００円 １８，７００円 ７０，４００円

共同住宅等
別表１の中欄の額

÷ 認定申請戸数

別表２の中欄の額

÷ 認定申請戸数

別表１の右欄の額

÷ 認定申請戸数

別表２の右欄の額

÷ 認定申請戸数

区分所有住宅 別表１の中欄の額 別表２の中欄の額 別表１の右欄の額 別表２の右欄の額

新築 その他の場合

確認書及び住宅性能

評価書並びにこれら

の写しの添付なし

その他の場合
確認書及びその写し

の添付なし
その他の場合

一戸建て

の住宅
２３，４００円 ６，２００円 ３５，２００円 ９，３００円

共同住宅等
別表２の中欄の額

÷ 認定申請戸数

別表１の中欄の額

× １／２

÷ 認定申請戸数

別表２の右欄の額

÷ 認定申請戸数

別表１の右欄の額

× １／２

÷ 認定申請戸数

区分所有住宅 別表２の中欄の額
別表１の中欄の額

× １／２
別表２の右欄の額

別表１の右欄の額

× １／２
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別表１

別表２

床面積の合計
金額

新築の場合 その他の場合

５００平方メートル以内のもの ２２，８００円 ３４，３００円

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの ３７，８００円 ５６，７００円

１，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内のもの ６３，１００円 ９４，６００円

３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの １０１，２００円 １５１，９００円

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のもの １５４，６００円 ２３２，０００円

１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内のもの ２６２，８００円 ３９４，３００円

２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル以内のもの ３３２，９００円 ４９９，４００円

３０，０００平方メートルを超えるもの ３７８，０００円 ５６７，０００円

床面積の合計
金額

新築の場合 その他の場合

５００平方メートル以内のもの １１０，２００円 １６５，７００円

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以内のもの １７６，５００円 ２６５，３００円

１，０００平方メートルを超え３，０００平方メートル以内のもの ３４８，９００円 ５２４，３００円

３，０００平方メートルを超え５，０００平方メートル以内のもの ６２４，９００円 ９３９，２００円

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メートル以内のもの １，０７４，４００円 １，６１４，８００円

１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メートル以内のもの １，９８８，０００円 ２，９８７，８００円

２０，０００平方メートルを超え３０，０００平方メートル以内のもの ２，８４０，５００円 ４，２６９，０００円

３０，０００平方メートルを超えるもの ３，４７９，７００円 ５，２２９，７００円


